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2021年度 社会福祉法人きらりの森事業報告書  

 

理念 

・私たちは、障害のある方の権利擁護を第一に考え、希望が叶えられるよう支援に努めます。 

・私たちは、障害のある方の自己実現に向け、継続した支援と過程を大切にし、希望ある未来

を創造することを努めます。 

・私たちは、約束を守り、信頼が持てる法人・個人・事業所になるよう努めます。 

 

１． 法人・施設の運営方針 

Ⅰ 障害者多機能型事業所きらりの森の経営 

 

Ⅱ 相談支援事業所きらりの森の運営 

 

Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営 

 

Ⅳ 就労定着支援事業ここいろの運営 

 

Ⅴ 共同住居の経営 ・地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営 

 

Ⅵ その他の事業 

・地域で生活する自信をつける、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。 

・就労者の職場定着に向けた支援として、就労サロンの実施。 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムへの取り組み。 

・情報提供や家族支援として状況に応じて家族のつどいの実施。 

 

２．理事会・評議員会 開催 

・理事会を 6 月 11日、7 月 24日、12月２日、3 月３日  計４回行いました。 

・定時評議員会を 6 月 23 日、評議員会を 3 月 24 日計２回行いました。 

 

３．監事監査の実施 

 5 月 12日に実施。 

 

４．その他 

  ・地域への啓発活動の実施。 

・町内活動をはじめとする地域活動への参加。 
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＜社会福祉事業＞ 

（１）事業実施について 

精神に障害を持つ人たちの権利擁護・社会参加を進めるための支援施設として障害

者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事業所きら

りの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行いました。 

 

 

（２） 職種別職員数  （ 2022年 4月 1日現在）      ※ 内（  ）は兼務 

 職 種 

 

形態 

サービス 

管理責任者 
生活支援員 職業指導員 就労支援員 

目標工賃達

成指導員 

就労定着 

支援員 

 

小  計 

人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 
４ ８(１) ０ ０ １ ０ １３(１) 

パート等  

非常勤職員 ０ ７(１) ４(１) １(１) ２(２) １(１) １２(３) 

合   計 
４ １５(２) ４(１) １(１) ３(２) １(１) ２５(４) 

 

職 種 

 

形 態 

看護師 作業療法士 運転手 
相談支援 

専門員 
事務員 小計 

 

合  計 
人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 
１ ０ ０ ２(１) 0 ３(１) １５(１) 

パート等  

非常勤職員 ０ １ １  1 ３ １５(３) 

合   計 
１ １ １ ２(１) 1 ６(１) ３０(４) 

※ 内（  ）は兼務 

 

（３） 年間行事実施内容（各事業報告参照） 

【評価】 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、レクやイベントが中止となりました。 

・ 感染防止の対策をとりつつ、リモートや小規模への切り替えで、計画していた行事を可能

な限り実施することができました。 
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2021年度 年間行事（法人・外部） 
 

月 地域等行事 法人 外部会議・研修等 

4 月   地域生活移行支援会議（久米） 

5 月  ピア連絡会 地域生活移行支援会議（久米） 

相談支援専門員現任研修 

ピアマネジャー連絡会 

6 月  理事会 

定時評議員会・理事会 
地域生活移行支援会議（久米） 

7 月  理事会 

ピア連絡会 

相談支援専門員現任研修 

インターバル（6日・15日） 

相談支援専門員現任研修（16日） 

地域生活移行支援会議（久米） 

ピアマネジャー連絡会 

就労支援従事者研修 

8 月   地域生活移行支援会議（久米） 

障害福祉サービス事業所連絡会 

9 月  ピア連絡会 地域生活移行支援会議（久米） 

ピアマネジャー連絡会 

相談支援専門員等スキルアップ研修 

中予地区自殺対策連絡会（書面） 

認定成年後見人更新研修 

10 月 町内地方祭  地域生活移行支援会議（久米） 

相談支援専門員等スキルアップ研修 

サービス管理責任者初任者研修 

精神保健福祉士協会全国大会（北海道） 

精神保健福祉士協会中四国大会（広島） 

11 月 こころの健康フォーラム 社会福祉法人指導監査 地域生活移行支援会議（久米） 

ピアマネジャー連絡会 

機能強化部会・地域移行小部会 

相談支援専門員等スキルアップ研修 

12 月 こころの健康フォーラム 理事会 地域生活移行支援会議（久米） 

防災士研修 

1 月   サービス管理責任者更新研修 

地域生活移行支援会議（久米） 

相談支援専門員等スキルアップ研修 

2 月   地域生活移行支援会議（久米） 

相談支援専門員等スキルアップ研修 

拠点等小部会 

3 月 こころの健康フォーラム 理事会 

評議員会 
地域生活移行支援会議（久米） 

相談支援専門員等スキルアップ研修（メール） 

ピアサポーター養成研修会 

地域移行小部会 
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 2021年度 年間行事（事業所・合同） 
 

月 きらりの森 合同 ここいろ 

4 月   お花見 

ここいろピア意見交換会 

5 月 映画レクレーション   

6 月 北久米児童クラブお菓子納品 

口笛外販 

 就労サロン 

7 月 愛大実習生（看護）  就労サロン 

8 月 こころの健康フォーラム連絡会 

口笛外販 

 就労サロン 

9 月 口笛外販 

こころの健康フォーラム打合せ 

 就労サロン 

10月 久米病院運動会弁当配達 

高次脳機能障害特性研修 

集団指導（メール） 

職員研修（外部） 家族の集い  

実地指導（就労定着） 

集団指導（メール） 

就労サロン 

11月 障害特性研修（発達障がい） 

北久米小学校探検隊 

職員面談 

 こころの健康フォーラム 

口笛リモート見学会 

外出レク（紅葉狩り） 

避難訓練 

就労サロン 

12月 避難訓練 

高次脳機能障害研修 

虐待防止研修 

クリスマス会・忘年会 

 職員面談 

クリスマス会 

感染予防研修 

就労サロン 

1月 初詣 

障害特性研修（発達障がい） 

 外出レク（プティパ） 

生活訓練説明会 

就労サロン 

2月 PCR検査 

バレンタイン 

食品衛生講習会 

 栄養に関する講習会 

就労サロン 

3月 ホワイトデー 

お花見 

障害特性研修会議 

避難訓練 

 虐待防止研修 

避難訓練 

就労サロン 

※ 各事業所、各サービスミーティング及び事例検討は毎月行う。 

 

【評価】 

・ 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、地域交流のイベントやレク

が中止となりました。感染予防に努めつつ、レクリエーションや家族の集いなど、必要

なイベントに限っては実現できるよう、工夫をして実施することが出来ました。 
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（４）職員研修、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容（各事業報告参照） 

 

【評価】 

・ 健康管理については、コロナワクチン接種状況の把握について、利用者とスタッフに対し

行いました。 

・ 職員研修を、コロナ感染状況を踏まえ、上半期予定していましたが下半期（10月）に延期

して実施しました。 

 

（５）職員会議 

・ 運営会議                 月１回 

・ 各事業ミーティング           各月１回 

・ 障害者多機能型事業所全体ミーティング  各月１回 

・ パートミーティング           各月１回 

 

（６）事故及び苦情報告 （リスク管理） 

支援内容及び自動車運転での事故、生産活動に伴う事故、苦情がありましたが、職員全体でそ

の都度振り返りを行い、改善策を取ることで再発を防ぐよう努めています。 

①事故 （2022年3月31日まで） 

運営ミーティング（管理者、各事業主任による月1回のミーティング） 

4/6、5/17、6/14、7/19、8/16 、9/13、10/18、11/8、12/13、1/17、2/7、3/7 

 ※リモートにて 

事業所ミーティング（各事業所の職員による月1回のミーティング） 

きらりの森 

4/26、5/24、6/28、7/26、8/23、9/27、

10/24、11/28、1/23、2/27、3/27 

ここいろ 

4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、

10/19、11/16、12/21、1/18、2/15、3/15 

  きらりの森 相談 ここいろ その他 

公益事業等 

合計 内容 

支援内容、 

ｻｰﾋﾞｽ提供について 
4  8  12 

スタッフ間での伝達不足 

薬・生活費管理の失念 

職員の態度や 

処遇について 
2  1  3 

不適切な言葉遣い、接し方 

送迎対応について 
2  2  4 

送迎の失念、遅れ、 

送迎表への記入漏れ 

運転技術、 

交通安全について 
３  5  8 

接触事故、自損事故 

プログラム、 

生産活動について 
４  2  6 

弁当配達先間違、発注確認不足、

調理工程・食品管理不備 

利用料等 

金銭管理について 
  1  1 

工賃支払日の説明不足 

権利擁護、 

個人の尊厳について 
    0 

 

その他 
３  5  8 

提出物・連絡の失念、紛失 

連絡先間違、 

合計 
18 0 24 0 42 
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②苦情 （2022年3月31日まで） 

 

（７）その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等） 

①障害者多機能型事業所きらりの森 

・ 車両接触事故による車両の修繕 

・ 消防設備点検（年２回） 

・ 階段昇降機点検（年１回） 

・ 車検（２台） 

・ 厨房排水溝点検及び清掃 

 

②障害者多機能型事業所ここいろ 

・ 消防設備点検（年２回のうち1回） 

・ エレベーター点検（年１回） 

・ 浄化槽点検（年１回） 

・ 車検（１台）

  きらりの森 相談 ここいろ その他 

公益事業等 

合計 内容 

支援内容、 

ｻｰﾋﾞｽ提供について 
 １ 2  3 

担当者を変更してほしい 

関係機関への連絡不足 

職員の態度や 

処遇について 
     

 

送迎対応について 
     

 

運転技術、 

交通安全について 
     

 

プログラム、 

生産活動について 
２  1  3 

弁当配達先錯誤、配達忘れ 

利用者の持ち物の紛失 

利用料等 

金銭管理について 
     

 

権利擁護、 

個人の尊厳について 
 1   1 

面談場所の配慮不足 

その他       

合計 
２ ２ 3 0 7 
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Ⅰ 障害者多機能型事業所きらりの森の経営 

2021 年度 就労継続支援事業Ｂ型事業 事業報告 

 

【基本方針】  

 ・利用者が安心して生活を送り、作業にやりがいを感じるために、職員間で日々、

情報共有が出来る環境を作り、関係機関と連携を取りながら関わります。 

 ・年間計画を作成し計画に沿って実行することで、利用者の〝出来るようになりた

いこと〟、〝やってみたいこと〟が挑戦出来るように支援します。 

 

【重点目標】 

  個別ケースの事例検討を行うことで、利用者の理解を深め、希望に添った支援を行います。 

 

【具体的取り組み】  

１．個別支援について 

・相談支援専門員、医療機関、ご家族等、連携を図れるようにしていきます。 

・日々の利用者の様子を振り返り、職員が同じ方向性で支援を行えるように、毎日ミーティ

ングを行い、個別ケースについて検討する環境を作ります。 

２．生産活動について 

・毎日、各部門での朝の会と、月１回のミーティングを利用者中心に行っていきます。 

・配食部門では、お客様の声を聴きながら、栄養バランスを考えた食事提供をします。製菓・

喫茶部門では、より多くの方に「プティパ」を周知出来るように、チラシのポスティング

を行い、地域バザーにも参加します。また、外部販売にも力を入れていきます。 

・年間平均工賃１４,５００円で、ボーナスの上乗せを考えます。 

3. リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を

行います。  

（１）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に防ぎま

す。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行います。適宜マスクの着用義務を実施し、施

設内の換気消毒を行い、感染予防を徹底します。 

4. 職員研修等 

（１）面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努め

ます。   

 

 

 

定 員 ２０名 

開所日・時間 月曜日から土曜日（日曜日定休）９：００～１６：００ 
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【評価】 

・ 個別支援について、日々医療機関や相談支援員との連絡を取り、ご家族の方とも連絡し

ながら情報共有することが出来ました。 

・ 生産活動について、喫茶部門では SNS を通じて新規のお客様にご来店いただくことが出

来ました。製菓部門では焼成作業にも利用者が携われるように練習を始め、作業への意

欲につなげることができました。また、配食部門でも新規のお客様を得ることが出来ま

した。一方で注文数が１個の配達先など、作業時間やコストの見直しを検討しています。 

・ コロナ禍ではあったものの、ソーシャルディスタンス・消毒・黙食を徹底し、２年ぶり

にお花見を開催することが出来たことで、利用者さんにとって気分転換の機会を設ける

ことが出来ました。 

・ 年間平均工賃を１４,５００円目標額としていたものの、実績は１３,２８３円でした。原

因としては、作業を中心とせず、生活の支援を中心として来所されている利用者の作業

時間が短時間となり、一人当たりの平均支払額が低くなった為です。 

・ 利用者の受け入れについては、今年度も関係機関の皆様のご協力もあり、予算通りに運

営することが出来ました。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２６  ４５ ０ １ ５０９ １９.５ 

５月 ２６ ４４ ０ ２ ４７５ １８.２ 

６月 ２６ ４２ ０ ０ ４８２ １８.５ 

７月 ２７ ４３ １ ０ ５１２ １８.９ 

８月 ２６ ４４ １ ０ ４８９ １８.８ 

９月 ２６ ４４ ０ ０ ４８１ １８.５ 

10 月 ２６ ４６ ２ ０ ４８３ １８.６ 

11 月 ２６ ４６ ０ ０ ５０２ １９.３ 

12 月 ２５ ４７ １ ０ ５１５ １９.９ 

2022.1 月 ２４ ４８ １ ０ ４７０ １９.６ 

2 月 ２３ ４８ ０ ０ ４３９ １９.０ 

3 月 ２６ ４８ ０ ０ ５４４ ２０.９ 

合計 ３０７ ５４５ ６ ３ ５,９０１ １９.３ 
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2021 年度 自立訓練（生活訓練）事業 事業報告 

 

【基本方針】 

・一人暮らしや就職、コミュニケーションの上達等の利用者さんの希望に応じて、利

用者さんと一緒に個別支援計画を作ります。その計画に沿って、目標に達するために

何が必要か一緒に考え、定期的に振り返りながら様々な練習を一緒にしていきます。 

 

 

 

 

 

【重点目標】 

・利用者の希望に沿って、希望達成に向けて計画的に実行できるようにします。毎月の個別

支援計画を重点的に利用者とスタッフとで振り返り、意識しながら関わっていけるように

します。 

 

【具体的な取り組み】 

１．毎月の事例検討を実施します。 

 毎月のミーティングで事例検討を実施し、個別支援計画と支援のズレがないかどうかの確

認をします。 

２．毎月のスケジュール立てをします。 

 翌月のスケジュール立てを、当月２５日までに作成し、計画的に実行し、余裕が持てる関

りができるようにしていきます。 

３．報告・連絡・相談 

 一人で抱え込まず、職員全員で協力できるよう、日々の申し送りを通して報告・連絡・相

談ができる体制づくりをします。 

4． リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を

行います。  

（１）利用者の心身の状況についての情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然

に防ぎます。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行います。適宜マスクの着用義務を実施し、施

設内の換気消毒を行い、感染予防を徹底します。 

5．職員研修等 

（１）面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努め

ます。   

 

 

 

 

 

 

定 員 １２名 

開所日・時間 月曜日から水曜日、土曜日（木・日曜日定休） 

９：００～１５：００ 
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【評価】 

・ ケース検討を行う中で、今以上に障害について理解を深め、関り方について知識を深め

ていく必要性を痛感しました。下半期から一部の職員で障害について勉強会を実施しま

した。 

・ 職員個々で月間予定表を作成し、利用者との約束事や提出物を期日までに提出すること

ができました。 

・ 一人で抱え込まず職員間全体で取り組む目標を立てていましたが、個々の担当事業のこ

とだけになってしまい、協力体制については引き続き今後の課題となりました。 

・ 年間で３名の新規利用者のご紹介を頂きましたが、体調不良で休まれる利用者も何名か

おられたため、延べ利用者数は目標に近づけることができませんでした。その為、コロ

ナ感染状況を確認しながら、各医療機関等へ計画的に募集案内を行いました。 

・ 食事は密室にならないよう工夫し、マスク着用、手洗いの声掛け、毎日のアルコール消

毒を実施し、感染防止対策に取り組みました。 

・ 職員研修で学んだ面接技法については、技術を高めるために個々で取り組み、研鑽に努

めました。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２１ １３ ０ 0 １２３ ５.８ 

５月 ２２ １３ ０ 0 １３６ ６.１ 

６月 ２２ １３ ０ 0 １２７ ５.７ 

７月 ２２ １３ ０ 0 １２６ ５.７ 

８月 ２２ １４ １ 0 １４８ ６.７ 

９月 ２１ １４ ０ ２ １４７ ７.０ 

10 月 ２２ １２ ０ ０ １２５ ５.６ 

11 月 ２２ １２ ０ ０ １２６ ５.７ 

12 月 ２１ １３ １ ０ １２７ ６.０ 

2022.1 月 ２０ １４ １ １ １２７ ６.３ 

2 月 ２０ １３ ０ ０ ８９ ４.４ 

3 月 ２２ １３ ０ ０ １０６ ４.８ 

合計 ２５７ １５７ ３ ３ １,５０７ ５.８ 
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Ⅲ 指定相談支援事業所きらりの森の経営 

2021 年度 指定相談支援事業所きらりの森 事業報告  

 

【基本方針】  

・自分らしいあたりまえの生活の実現を目指します。ニーズを満たすために福祉に限

らず、医療や保健、仕事等についても広い視野を持って相談支援をおこなうために、

アセスメント力を高めます。 

・希望に沿った支援ができるよう、関係機関との連携がスムーズに行えるようにします。 

・支援をしていく中で、地域の課題を捉え、解決することができるよう法人内部、外

部の支援者と協力し解決に向けて方策を考える努力をします。 

 

【重点目標】 

・希望する生活の実現に向けた支援計画になっているかどうかを確認しながら、モニタリン

グ、計画の作成を行います。 

・エンパワメントの視点を持ち、過剰にならない適切なサービス提供とモニタリング期間に

なっているかどうかの見直しをします。 

・年間を通した見通しを立て、毎月目標に沿ってモニタリングと予定の確認を行います。 

・年間計画を意識した運営を実施します。 

 

【具体的取り組み】  

1. 一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域定着支

援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等の実施をします。 

2. 特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施をします。 

3. 事例検討（事業内、法人内外）の実施をして、質の向上とスキルアップに努めます。 

4. 運営の年間計画について、月次の振り返りをして、業務整理をします。 

 

・地域移行…年間に３名の方の地域移行を実現します。 

・計画相談は新規を 15 件受け入れします。 

 

【評価】 

① 一般相談（地域移行・地域定着） 

・ ３名の地域移行を目標としていましたが、10 月に 1 名グループホームへの退院のみとな

っています。新規獲得は 1 件の予定でしたが、0 名。コロナ禍の影響もあり、医療機関

から対象者が挙がってこないことは継続した課題となっています。個別に募集相談の活

動を実施しています。 

② 計画相談 

・ 今年度は、従事者１.3 名での運営となり、年度当初より引継ぎをしています。毎月の更
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新とモニタリングについては年間計画を確認しながら、計画的に実施しています。 

・ 新規獲得については、受付相談があった方を受け入れています。年間７名。 

③ 相談支援専門員等スキルアップ研修事業 

・ 昨年に続き、松山市における精神障がい者の地域移行支援に取り組む相談支援事業所の

資質の向上と今後の地域移行支援事業の推進に向けての研修を松山市の委託を受けて実

施しています。 

・ 今年度は、県外講師を招いて集合研修を９月に予定していましたが、コロナの感染予防

のため１０月に延期しました。講義研修までに、参加者は講師からの事前課題に取り組

みました。当日は集合研修ができない事業所もあり、ハイブリット形式で実施し、13 名

の参加がありました。 

＜相談支援専門員等に向けた集合研修会＞ 

ハイブリット研修 10 月 22 日 9:30～16:30 

場所：松山市畑寺福祉センター  ２階 ふれあい交流室① 

対象者：一般相談支援事業所相談員 

テーマ：「面接の技能を修得し、実践力を高めよう」－実践の根拠の修得と、逐語録の演習－ 

講師：岩田泰夫 氏 

   

＜事例検討会＞ 下半期で開催 

 10 月の研修を受け、参加した相談員とともに 11 月より、５つの法人の相談支援事業所か

ら事例を提出していただき、４回事例検討会を実施。 

実施月 11 月 25 日 12 月 23 日 １月 27 日 2 月 24 日 参加者延数 

参加者数 9 名 10 名 9 名 8 名 36 名 

【評価】 

  研修会は、ハイブリット形式で実施。会場とＰＣ参加者の両方に向けての研修は、講師、

参加者にとっても負担がありました。事務局にとっても、会場の準備配信の準備のため煩雑

になってしまいました。研修自体は、講義当日までに参加者も課題に取り組む形で主体的に

より学べる研修となりました。下半期の事例検討については、参加者で司会進行を進めて、

面接を振り返る研修の継続ができました。 
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（４）利用実績 

① 全体 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

  登録者 新規登録者 終了者 新規・更新 モニタリング  

４月 ５８ ０ １ ４ ３２  

５月 ５８ １ ０ ２ ４０  

６月 ５９ １ ０ ２ ３４  

７月 ５９ ０ １ ５ ３３  

８月 ５９ １ ０ ９ ２９  

９月 ５９ １ １ ７ ３１  

10 月 ５８ ０ ０ １０ ３１  

11 月 ５８ ０ ０ ６ ２７  

12 月 ６０ ２ ２ ５ ３２  

2022.1 月 ５９ １ １ ６ ３４  

2 月 ５８ ０ ０ ６ ３０  

3 月 ５８ ０ ２ ６ ３７  

合計  ７ ８ ６８ ３９０  

       ５.６ ３２.５  

 

② 一般相談（地域移行・地域定着） 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

 地域移行 地域定着 

  登録者 新規登録者 終了者 登録者 新規登録者 終了者 

４月 ３ ０ １ １２ ０ ０ 

５月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

６月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

７月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

８月 ２ ０ ０ １２ ０ １ 

９月 ２ ０ ０ １１ ０ １ 

10 月 ２ ０ １ １０ ０ ０ 

11 月 １ ０ ０ １０ ０ ０ 

12 月 １ ０ ０ １０ ０ ０ 

2022.1 月 １ ０ ０ ９ ０ ０ 

2 月 １ ０ ０ １０ ０ ０ 

3 月 １ ０ ０ １１ １ ０ 

合計 
 

０ ２ 
 

１ ２ 
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Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営 

2021 年度 就労移行支援事業 事業報告 

 

【基本方針】  

・利用者のことをよく知り、１人１人に合わせた支援を行います。 

・一般企業で通用するための知識、技術、コミュニケーションを身につけるための支

援を行います。 

・利用者募集の営業等を継続的に行い、利用者を増やします。 

 

 

 

【重点目標】 

 ・利用者の理解を深めて、その方々にあった就職支援を行います。 

 ・利用者募集を行い、新規の利用者の数を増やします。 

 

【具体的取り組み】  

１．就職支援に必要なアセスメントを行います。 

 担当者が月に１名ずつ、生活歴や病歴、職歴等の基本情報、作業能力やコミュニケーショ

ン等について具体的に表にまとめます。 

２．就労移行ミーティングを月２回行います。 

 各利用者の支援状況の確認や各担当の業務の進捗状況の確認等を行います。 

 このミーティング内で、個別支援計画の検討を行います。 

３．計画的に業務を進めます。 

 2021 年度の年間・月間・日常業務表を 2020 年度中に作成し、修正、加筆しながら、計画

的に業務を進めていきます。支援会議の日程も組み込んだ翌月のスケジュールを、当月２５

日までに作成し、計画的に、余裕が持てる関りができるようにします。 

４．プログラムの担当者を明確にします。 

 担当者は、一般就労を想定したプログラムの目的になっているか、現在の状況を随時確認

して、随時修正・追加等を行います。プログラム表にて、各プログラムの担当を明確にして、

各担当が月１回状況の報告（必要な時は適宜）をサービス管理責任者に行います。 

５．利用者を増やすための継続的な動きをします。 

１年間の営業スケジュールを作成して、実施します。見学対応について、サービス管理責

任者以外も対応ができるようにしていきます。 

６．リスク管理 

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を

行います。  

（１）清掃道具や調理道具等の使用について、正しい使い方ができているか確認します。 

（２）道具の耐久性について定期的に確認し、また、厨房やカフェ等が衛生的に保てるよう

にします。 

（３）事故等があった時には、状況に応じて受診等の対応を行います。  

（４）ヒヤリハットを細かく挙げて、早期の対応を行います。 

定 員 8 名 

開所日・時間 土曜日から木曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 
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（５）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行います。適宜マスクの着用義務を実施し、施

設内の換気消毒を行い、感染予防を徹底します。 

 

【評価】 

・就労定着や就労サロンと合わせて、就労移行ミーティングを月２回実施しました。各担当

のメンバーのことや業務等に関して振り返り等を行うことができました。 

・月間の業務表を作成し、それぞれのスタッフの役割を明確にしました。 

・就労移行のプログラムについて、ミーティングだけでなく日々気になることなどをお互い

に報告しあい、修正や改善を行いました。今までは、基本的に午前や午後の作業の間に１

５分の休憩を入れていましたが、利用者の方より、「休憩はなしで作業を行いたい」との希

望があり、各メンバーの希望に合わせた作業スケジュールに対応することが出来ました。 

・アセスメントについて、生活歴、病歴、職歴等の整理を行うことができました。 

・新規の利用者獲得については、就労関係の機関（ハローワークや就業・生活支援センター

など）を訪問してチラシを持参し、就労機関の意見交換会や研修などに参加して、就労移

行事業についてご案内することができ、５名の新規利用者につなげることが出来ましたが、

途中で辞める方もおり、目標利用者数を達成知る事は出来ませんでした。しかし利用期間

内に希望する形で３名の方を就職につなげることができました。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２５ ９ ０ ０ １１９ ４.８ 

５月 ２７ ９ ０ ０ １２６ ４.７ 

６月 ２６ ９ ０ ０ １３６ ５.２ 

７月 ２６ １０ １ １ １４６ ５.６ 

８月 ２７ １０ １ １ １５８ ５.９ 

９月 ２６ ９ ０ １ １４１ ５.４ 

10 月 ２６ ９ １ ０ １０７  ４１ 

11 月 ２６ ９ ０ １ １００  ３.８ 

12 月 ２５ ８ ０ １ ９３  ３.７ 

2022.1 月 ２５ ８ １ ０ ８６  ３.４ 

2 月 ２４ ８ ０ １ ９４  ３.９ 

3 月 ２７ ７ ０ １ ８８  ３.２ 

合計 ３１０  ４ ７ １,３９４ ４.５ 
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2021 年度 生活介護事業 事業報告 

                  

【基本方針】  

・病院で長く入院していた方が、地域で自分らしく、あたりまえの生活が送れるよう

に、柔軟に対応できる体制を整えます。 

・利用者の１日１日を大切にして、対等な立場で思いやりを持って接し、利用者の声

に誠実に耳を傾け、希望や想いをくみ取ります。 

・生産活動等を通して、その人の持っている力を活かしたり、メンバー同士で支えあ

ったりしながら、社会とのつながりを持ち、充実感のある生活が送れるように支援

します。 

・1 人 1 人の身体・精神の状況に合わせた支援を行います。日々の体調の変化に気を

配り、清潔を保ち、運動やストレッチによって体力を維持し、健康的な生活が送れ

るように支援します。 

定 員 32 名 

開所日・時間 土曜日から木曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 

 

【重点目標】  平均利用者目標数：１６名 

1. 日々、利用者の意向や、心身の状態に沿った支援やプログラムの提供を行います。 

2. 各担当者やサービス管理責任者は、日頃から関係機関との連携を意識的に行います。 

3. 生活介護から次につなげる支援を行います。（就労継続 B 型や生活訓練等へのステップ

アップ） 

4. ここカフェ作業や外部販売など、生産活動のプログラムの参加者を増やします。 

5. 個別ケースについて、毎月のミーティングで検討しながら支援の質を高めます。 

 

【具体的取り組み】  

１．利用者の意向や心身の状態に沿った支援やプログラム提供について 

（１）担当者が利用者のアセスメントを丁寧に行いながら、使用者の意向に沿った支援を継

続します。 

（２）担当者は利用者の疾患や服薬等の情報収集も行い、利用者が安心して通所できるよう

支援します。 

（３）担当者は、アセスメントやモニタリングなどから聴き取った本人の意向を、日々のプ

ログラムにて提供できるよう、事業所内でのミーティング等で共有します。 

２．関係機関との連携について 

（１）日々の関係機関との連絡を、サービス管理責任者と担当者の双方が行いながら、連携

の体制を強化します。 
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（２）担当者が月１回相談支援専門員への報告書を作成し、サービス管理責任者が確認して

報告します。 

３．ステップアップを意識した支援について 

（１）就労継続Ｂ型や生活訓練など、他の事業について見学や交流会・学習会を通して情報

提供を行い、段階的にステップアップを進めます。 

（２）ミーティングの場でも、ステップアップについて検討したり、関係機関とも相談しな

がら、次のステップに向けての話し合いを行います。 

４．生産活動への参加者アップについて 

（１）ここカフェ作業や、外部販売の作業等に多くの利用者が参加できるように、作業の内

容を工夫します。 

（２）パソコンの作業や、座ってできる作業を増やすなどの配慮をして、安心して生産活動

に参加できます。 

５．支援の質を高めるミーティングについて 

（１）毎月のミーティングで、個別ケースの話し合いを持ち、各担当者が支援の質を高めら

れるようにします。 

（２）ケースの話し合いを通して、生活介護に必要なプログラム内容を考えたり、個別ケー

スを事業所全体で共有考えたりできるようにします。 

6. リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止

を行います。  

（１）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に防ぎま

す。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行います。適宜マスクの着用義務を実施し、施

設内の換気消毒を行い、感染予防を徹底します。 

7. 職員研修等 

（１）面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努め

ます。   

 

【評価】 

・月２回のミーティングにて、１回目のミーティングで各スタッフから、メンバーの希望を

含めたプログラムの案や改善案について意見交換し、２回目のミーティングで、来月のプ

ログラムについて確認するという方法で、プログラムを充実することができました。また、

スタッフ全員が担当しているケースを挙げ、支援の振り返りや今後の対応などについて検

討を行うことができました。 

・相談員への報告書は月１回継続して行うことができました。また、日々の利用者の方々の

様子や変化について関係機関の皆様と情報共有を行いながら、支援を行いました。 

・リモートを活用し、他機関の事業所様や、法人内の事業との交流を行いました。 

・ここカフェ（生産活動）について、コロナの感染対策として、店内での販売は中止し、事

前に注文を受けて、配達で商品を届けるという方法で実施しました。多くのメンバーがこ

こカフェに携われるように、月２回ここカフェのメンバーミーティングを実施しました。 
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（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２５ ４４ ０ １ ３９２ １５.８ 

５月 ２７ ４３ ０ ０ ３９７ １４.７ 

６月 ２６ ４４ １ ０ ３７４ １４.４ 

７月 ２６ ４４ ０ １ ３９９ １５.３ 

８月 ２７ ４４ １ ０ ３９９ １４.８ 

９月 ２６ ４４ ０ １ ３９８ １５.３ 

10 月 ２６ ４３ ０ ０ ３９９  １５.３ 

11 月 ２６ ４３ ０ ０ ３９５  １５.２ 

12 月 ２５ ４３ ０ ０ ３６９  １４.８ 

2022.1 月 ２５ ４３ ０ １ ３４４  １３.８ 

2 月 ２４ ４３ １ １ ３２７  １３.６ 

3 月 ２７ ４５ ３ １ ４０５  １５.０ 

合計 ３１０  ６ ６ ４,５９８ １４.８ 
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Ⅳ 就労定着支援事業ここいろの運営 

2021 年度 就労定着支援事業所ここいろ 事業報告 

 

【基本方針】  

 ・本人の生活歴や就職までの経緯、職場での関係、本人への今までの対応方法等を

確認した上で、本人への関わりを始めます。 

・仕事や生活に悩みや困りごとがあった時に、本人自身が自立して解決できるよう

に支援を行う。 

 ・関係機関と連携して就労定着の支援を行う。 

 

【重点目標】 

 ・課題や困りごとに対して、本人自身が考えて、対応方法等を見つけられるように支援し

ます。 

 ・本人と会社の間で、やり取りや相談ができる関係が築けるように支援します。 

 

【具体的取り組み】  

１． 就労の継続に必要なアセスメント行います。 

 担当者が月に１名ずつ、生活歴や病歴、職歴等の基本情報、職場での作業の状況や職場内

での人間関係等について具体的に表にして整理します。 

２．月１回、就労定着ミーティングを実施。 

  各メンバーの支援状況の確認や各担当の業務の進捗状況の確認等を行います。 

  このミーティング内で、個別支援計画の検討を行います。 

３．関係機関との連携。 

 ・月１回、相談支援専門員に利用の報告を行います。 

 ・各メンバー、年４回のペースで関係機関と支援会議を実施。 

４．計画的に業務を進めます。 

 2021 年度の年間・月間・日常業務表を 2020 年度中に作成し、修正、加筆しながら、計画

的に業務を進めていきます。支援会議の日程も組み込んだ翌月のスケジュールを、当月２

５日までに作成し、計画的に、余裕が持てる関りができるようにします。 

 

【評価】 

・ 各利用者の方々に対して、月１回以上の面談等を行いました。相談があった時や、就労

定着として気になることがある時は、その都度、相談対応等を行いました。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会社や自宅を訪問できない時もありましたが、

電話やリモート等で聞き取りを行うことが出来ました。 

・ アセスメントについて、生活歴、病歴、職歴等の整理を行い、支援につなげることがで

きました。 

・ 就労移行やサロンと合わせて、就労定着ミーティングを実施し、気になる方の支援の状

況や、職場での様子について、振り返りや情報の共有等を行いました。 

・ 月１回、相談支援専門員の方々への報告を行いました。また、適宜、関係機関の方々に、



20 

 

職場での様子等を報告しながら、支援を行うことができました。 

・ 業務のスケジュールについて、担当者同士で予定を確認しながら進めました。 

・ 支援会議については、年４回は実施できませんでしたが、利用者の要望や会社との調整

など必要に応じて実施することができました。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ （2022 年 3 月 31 日まで） 

  登録者 新規登録者 終了者    

4 月 ７ ０ ０    

5 月 ７ ０ ０    

6 月 ７ ０ ０    

7 月 ８ １ ０    

8 月 ８ ０ ０    

９月 ８ ０ １    

10 月 ７ ０ ０    

11 月 ７ ０ ０    

12 月 ７ ０ １    

2022.1 月 ６ ０ １    

2 月 ５ ０ ０    

3 月 ６ １ １    

合計  ２ ４    
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Ⅴ 共同住居の経営  

2021 年度 きらりの森共同住居 事業報告 

 

【基本方針】 

精神障がいのある方が、病院を退院し地域で生活するための住居を提供します。一緒

に暮らす仲間同士が相互に見守り、近隣とのつながりや生活上のアドバイスを提供す

ることで、地域で生活する基盤づくりをサポートします。 

 

【対象者】定員４名 

・ 地域での生活を希望しており、保証人が不在等の理由により、物件の契約が難しい方 

・ 病状が安定をしており、医療機関で夜間・休日の緊急時支援を受けられる方 

・ 地域定着・地域移行を受けている、希望する方で、居宅介護等のサービスを利用する方 

・ 共同生活が送れる方 

 

【具体的な支援の内容】 

・ 居室の提供（トイレ、風呂、炊事場は共用） 

・ 洗濯機の使用、トイレットペーパー等生活消耗品の提供 

・ 週 3 回の夕食支援（火・木・土曜日） 

・ その他生活の基盤となる居室に関する困りごとへの対応 

 

【評価】 

・ 5 月に 1 名の方が退去されました。その後募集を行い、2 件の問い合わせ、見学があり

ましたが、結果として空き室となっています。 

・ 外壁のひび割れにより雨水が浸透し、内壁にカビが生えたため、大家に依頼して修繕を

行いました。風呂のバルブの故障にも、管理会社と調整して対応しました。 

・ クローゼットドア、トイレタンク、エアコンなど、不具合の相談に対応しています。 

・ 月 1 回入居者とミーティングを行い、環境や体調などお互いに思っていることを話す機

会を持てました。 

・ ミーティングや夕食支援で挙がった困りごとについては、具体的に支援をしている相談

支援事業所等に報告し、解決するように繋げました。 
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Ⅵ その他の事業 

2021 年度 きらりの森ピアサポーター活動報告 

精神障がいのある人が、自分や同じ障がいのある人の生活がより豊かで楽しくなる

よう、情報共有や相互サポート活動を行うことを支援します。 

 

＜内容＞ 

・ ピア活動を通じて、活動をされる方一人一人が自信を持つことができるよう支援をして

いきます。 

・ 当事者の方が当事者の体験を通してできる支援をすることで、自信を持って生活できる

よう、ピア活動の機会を作ります。 

・ 松山市ピアサポート事業についても、登録者が活動できるよう情報提供をしていきます。 

・ 法人内ピア活動として、事業所の見学や一般市民の方への普及啓発活動を一緒に考えて

活動します。 

・ 年に２回ピア活動をしている方の意見交換をする場を持って、活動の情報共有や、意見

交換をする場を持ちます。 

・ 法人内で連絡会を定期的に持ち、ピア活動の在り方について検討します。 

・ 年１回、法人内職員に対して、ピア活動について一緒に考えてもらうための研修会をし

ます。 

 

【評価】 

・ 法人内の連絡会を奇数月に実施して、松山市のピア活動と２拠点での活動について情報

交換や、ピアの方の活動の機会について検討できる場を持ちました。 

・ コロナ禍に対応できるよう、見学対応に向けてＤＶＤの作成を作成しました。次年度は

DVD を活用して、事業所のことを入院中の患者様に観ていただけるようにしたいと、

作成にかかわった方からは声が挙がっています。 

・ こころの健康フォーラムにもピアの方に協力してもらい、当事者の声を反映して普及啓

発の活動に参加していただきました。 
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2021 年度 きらりの森サロン活動報告 

 

地域で生活する精神障がいのある人が、仲間や支援者との交流を通じて不安や孤独

を解消し、地域での生活を安心して継続できるよう支援します。 

 

＜内容＞ 

・ 月に１度以上、場を提供し、座談会やレクリエーションを実施します。 

・ 情報交換や心配事などの共有を行い、一人で抱え込まないよう、話せる機会を提供しま

す。 

・ 就職者には、職場での悩みや困りごとについての意見交換、働く意欲の向上、息抜きの

機会となるよう支援します。 

・ その他精神障がいのある方の、地域での生活をサポートする活動への場を提供します。 

 

【評価】 

・コロナの感染状況に合わせて、実施方法を変えながら、月２回就労サロンを実施しました。 

・座談会では、コロナによる職場の変化や職場で気になっていること、困っていること、

就職を目指している方からの質問などについて、意見交換を行いました。 

・リモートに関して、特にトラブルなどはありませんでした。ただ、リモートでの参加を断

られる方もおられました。コロナの感染が落ち着いているタイミングでは、感染対策をし

た上で直接集まってサロンを実施したり、個室にタブレットを用意し、ZOOMの操作など

を説明して参加して頂くという対応を行いました。 

・昨年から引き続き、コロナによって、外出がしづらく、自宅で過ごすことが多いというお

話が多く聞かれました。本当はみんなで集まったり、遊びに行ったりしたいが、それがで

きない中で、リモートでのサロンは、気晴らしにはなっているという声が聞かれました。 

 

 

 

 



24 

 

2021年度 『こころの健康フォーラム開催』事業（松山市より委託） 

 

・ 今年度も引き続きこころの健康フォーラムの委託を受けています。 

・ 昨年体験交流事業がコロナで実施出来なかったため、①体験交流事業、②普及媒体の作成

を実施します。 

 

【評価】 

・ 体験交流事業は、昨年度にも協力していただいていた市内の４つの事業所で再度企画をし

て桑原地区、石井地区、久米地区、北条地区にて実施しました。 

・ 若年層を中心に市内の福祉系の高校、専門学校で少人数での対面、及びリモートを活用し

て実施することが出来ました。 

・ 普及媒体（リーフレット）作成事業は、事業所に協力をいただき、当事者の方を中心に精

神障がいについての理解を深めるための普及啓発の媒体（リーフレット）を作成していま

す。５月より検討会を開催し、紙面の掲載内容、デザイン構成、イラスト、原稿など当事

者の意見を中心に完成することができました。リーフレット作成に携わった作成委員から

は、「たくさんの市民の方に手に取って見て欲しい。若い人たちにも見て欲しい。」との

声があがっています。今回は市民の立ち寄る市民サービスセンター等を中心に配布して、

３月には、市内の高校生と専門学校生に対しての普及啓発事業でリーフレットを活用し、

紙面を通して当事者の思いや生活の様子を知っていただくことができました。学生からは、

「全く知らなかった。」、「自身も通院中で普及啓発の活動があることが安心につながる。」

と貴重な声を聴くことができました。当事者の方から直接会って話を聞きたいという希望

が挙がっているので、次年度への取り組みへ繋ぎたいと考えています。 


























































































































































